
② 薬剤耐性 HI∨ の動向把握、発症機序と治療方法に関する研究  (23220201)
薬剤耐性 HIVに 対する疫学調査、又は治療方法の確立等に資する研究であること。

③  HIV感 染症の合併症克服に関する研究、長期予後に関する研究 (23220301)
長期療養に伴 う医学的障害、エイズによる日和見感染症等の合併症、HlV感 染症に伴

い認め られた合併症 (先 天性血液凝固因子障害等の治療を起因とするC型 肝炎ウィルス感染

によ り生 じたC型 肝炎な らびに肝悪性腫瘍等)の 対策に資する研究を優先的に採択する。

④  HI∨ の外来診療のあり方に関する研究           (23220401)
HI∨ ・エイズ患者の外来診療を行 う際の問題点と今後の対策に資する研究であること。

都市部 と地方での違いを明確に した上で研究を推進することが望ましい。

(イ )基礎医学研究のうち次に掲げるもの

①  HIVの 構造、増殖、変異に関する研究          (23220501)
科学的にHIV感 染の拡大を防 ぐために、HIVの 構造を解析 し、増殖や変異に関する

因子に関する研究等を推進 し、今後のエイズ対策研究の基盤 となるような研究計画である

こと。

(ウ )社会医学研究のうち次に掲げるもの

①  HI∨ 感 染症 の医療 体制 の整備及 び HI∨ 感染者 の QOL向 上 に関す る研究

(23220601)
HIV感 染症 の 国 内外 に お ける動 向の把握 や検査 等 の予防体制 の改善 に資す る研究 で あ

る こと。また 、長期 療養 型疾 患 に変貌 しつつ あ る HIV感 染症 に伴 う医療 体制の 整備 や 、

HI∨ 陽性 者 に対す る QOLの 向上 に資 す る研究 を優 先す る。

② 個別施策層に対するHI∨ 感染予防対策とその介入効果の評価に関する研究

(23220701)

課題 採 択 に 当た つて は 、文 化的 =経済 的・社 会 的課 題 を踏 ま え、個 別施 策 層へ の介入 と

その評価 、並 びに施 策へ繋 が るよ うな提 言 を行 える研究 を優 先す る。また 、人権 への配 慮

の観 点か ら、個別施 策層 との信 頼 関係 の もとで実施 され る研究 を優 先す る。

③ HIV感 染症・エイズの発生動向に基づいた効果的な予防対策に関する研究

(23220801)
HIV感 染者 数の増 加 、 エイズ流 行 に関す る世界 の状 況 を踏 ま えて 、我 が国 に お ける効

果 的 な エ イ ズ対策 に資 す る研 究 、並 び に国 際機 関 との 連 携 等 に必 要 な情 報 を収 集 ・ 分 析 し、

国民 の エイズ予防 に対す る意識 啓 発 に資す る研究 を優 先す る。

④ MSM対 策の企画、実施、評価の体制整備に関する研究 (23220901)

HI∨ ・エイズ患者は増加傾向にあ り、MSM対 策は喫緊の課題である。行政による同

性愛者コミュニティヘの効果的な介入方法について具体的に検討 し、MSM対 策に資する

研究を優先する。

【若手育成型】

エイズ研究の分野に新たに参画する研究者を促進 し、増加 しているHIV・ エイズの各種

研究の推進を図ることを目的としている。「エイズ予防指針見直 し検討会報告書 (http://WW

w mhlw go jp/shingi/2005/06/s06135b、 html)」 を踏まえた上で、特に行動変容科学等を用
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い成果 を定量的に評価す る研究 でかつユニー クな研究 を優先的に採択す る。基礎 、臨 床医学

研究 については、 HIV長 期療養の課題 を克服す るための基礎 となる研究 について優 先的に

採択す る。 (23221001)

<エ イズ対策研究事 業全体の留意 点>
研究計画書の提出に当た り、以下の点に留意す ること。

ア  「 9.期 待 され る成果」に、よ り具体的に把握す るため、申請研究終 了時に期待 され る

成果 と、研究分野の長期的な成果 (目 標 )と を別 々に示す こと。

イ.「 12 申請者 の研究歴等」について、よ り詳細 に把握す るため、以下の (ア )及 び (イ )の

項 目に該 当す る論文 (全 文)を 添付 した研究計画書 を提出す ること。外国語文の ものにつ

いては、日本語の要 旨も添付す る こと。

(ア )申 請す る課題に係 る分野 に特に関連す るもの。

(イ )申 請者が第一著者 、若 しくは主 となる役割 を担 った もの。後者の場合 はその簡潔な理

由を添付す ること。

※若手育成型については、 (ア )は 必ず しも満たす必要性 はない。

ウ.研究課題の採択 に当た つては、 これ らの記載事項 を重視するとともに、中間評価及び事

後評価 においては、研究計画の達成度 を厳格 に評価す る。その達成度 (未 達成の場合 に |ま

その理 由、計画の練 り直 し案)如 何 によ つては、研究の継続が不可 となる場合 もあ り得 る

ことに留意す ること。

(3)肝 炎等克服緊急対策研究事業

く事業概要 >
B型 ・ C型肝 炎ウイルスに現在感染 している者 は、全国で合計約 300～ 370万 人 と推定 され

てお り、国内最大級の感染症で ある。感染 を放置す ると肝硬変、肝がん といった重篤な病態

に進行 し、我が国の肝がんによる死亡者数の約 9割 が B型 ,C型肝炎ウイルス起 因 と報告 さ

れてい る。平成20年 6月 に、国内の肝炎研究専門家 による肝炎治療戦略会議の中で、肝 炎研

究の今後の方向性や その実現 に向けた対策についての 「肝炎研究 フカ年戦略」が取 りま とめ

られた。さ らに、平成22年 1月 に、肝 炎克服に向けた対策 を総合的 に推進す る ことを目的 と

し、肝炎対策の推進 に係 る国の責務等 を規定す る肝炎対策基本法 (平 成 21年 法律第97号 )が

施行 されたの同法において、国は、肝 炎の治療法等 に係 る研究促進 のため、必要な施策 を講

じることとされているところで ある c

このよ うな ことか ら、肝炎ウイルス持続感染機 序の解明や肝疾患における病態の進展予防

法及び新規治療法の開発等 を行 う本研究事業は、国民の健康面での安 ib・ 安全の実現のため

に重要 であ り、今後 も肝炎に関す る疫学 、基礎 、臨床研究等 を進め、引き続 き、肝炎治療実

績の大幅 な改善につなが る成果の獲得 を目指す研究 を推進す る。

この公募 は、本来、平成 23年 度予算成立後に行 うべ きものであるが、できるだ け早 く研究

を開始す るために、予算成立前 に行 うことと してい るもので ある。従 つて、成立 した予算の

額 に応 じて、研究費の規模 、採択件数等の変更が生 じる場合等が ある。

<新規課題採択方針 >
いまだ解明 され ていない肝炎等の本態解明に迫 り、 さらにウイルス性肝炎 に起 因す る肝が

んにおける診断マー カー な どの新たな検査法の新たな検査法の開発や、肝硬変 も含めた肝疾

患の新規治療法の開発等に資す る研究 を採択す る。

研究費の規模 :1課題 当た り

一般公募型① 40,000千 円～60,000千 円程度 (1年 当たりの直接研究費)



一般公募型② 20,000千 円～30,000千 円程度 (1年 当たりの直接研究費)

一般公募型③ 20,000千 円～30,000千 円程度 (1年 当たりの直接研究費)

一般公募型④ 40,000千 円～60,000千 円程度 (1年 当たりの直接研究費 )

若手育成型   2,000千 円～ 8,000千 円程度 (1年 当たりの直接研究費)

研究期間 :

一般公募型①～④  l～ 3年

若手育成型 1～ 3年

新規採択予定課題数 :8課題程度、 うち 「若手育成型」については 5課題程度

※各研究課題について原則 と して 1課題 を採択す るが、採択 を行わない又は複数の採択

をす ることが ある。

若手育成型の応募対象 :

平成 23年 4月 1日 現在 で満39歳 以下の者 (昭 和 46年 4月 2日 以降に生まれた者 )

※新規採択時 にのみ本条件 を適用す る。

※満年齢の算定は誕生 日の前 日に 1歳 加算す る方法 とす る。

※産前・ 産後休業及び育児休業取得 した者 は、その 日数 を応募資格の制限 日に加算す る

ことがで きる。

<公募研究課題 >
【一般公募型】

① 肝炎ウイルス感染モデル動物等を用いた宿主、薬剤、ウイルスの相互作用の分子

基盤の解明に資する研究                 (23230101)
B型及び C型 肝炎ウイルス感染モデル動物等を用いて、宿主とウイルスの相互作用、

及び治療抵抗性の症例か ら分離 したウイルス等と薬剤 との相互作用の分子機構の解明

を行い、これ らに基づいた新規、既存の治療薬の有効な投与法の開発に資する研究。

② 肝移植後のウイルス性肝炎等の病態進展制御法に関する研究 (23230201)
B型及び C型 肝炎ウイルス感染者の肝移植後における、効果的な病態進展制御法を

開発 し、標準化を行 う研究。

③ 食事療法等によるウイルス性肝疾患患者のQOLの 改善及び病態進展抑制に資す

る研究                         (23230301)
B型 及び C型 ウイルス性慢性肝炎並びに肝硬変等の病態に進行 した患者の各々の病

態における、QOLの 改善及び病態進展抑制を目的 とした、医療従事者及び患者等が

利用できる具体的なメニュー案を含む食事療法等に関 して標準化を行う研究。

④ B型肝炎ウイルス感染の病態別における宿主因子等について、網羅的な遺伝子解

析 を用 い、新規診断法及び治療法の開発 を行 う研究 (23230401)

B型 肝炎 ウイルス感染の慢性肝炎・肝硬変・肝がん といった各 々の病態 における、

宿主 因子等の網羅 的な遺伝子解析 によ り、新規診断法及 び治療法の開発 に資す る研究 Q

【若手育成型】

○ 当該研究分野での研究 を活性化 し、将来にわた つて肝炎研究 を発展 させ る研究者 を育

成 し、社会的にも重要な肝炎に関す る各種研究の推進 を図 る ことを目的 とす る研究

(23230501)



本研究では、若手研究者 が、肝炎ウイルスに関連す る、臨床 、基礎 、疫学等研究分野の

研究課題 について、独創性や新規性に富む研究開発課題の提案 し、実施す ることを求 め る。

<研 究計画書 を作成す る際の留意 点 >
目標 を明確 にす るため、研究計画書の 「 9 期待 され る成果」 に、当該研究 によ り期待

され る科学的成果及び当該成果 によ りもた らされ る学術的・ 社会 的・ 経済的 メ リッ トを具

体的 に記載す ること。また、「 10.研 究計画・ 方法」に、年度 ごとの計画及 び達成 目標

を記載す るとともに、実際の医療等への応用 に至 る工程 を含めた研究全体 の具体的な ロー

ドマ ップを示 した資料 を添付す る こと (様 式 自由)。

なお、研究課題の採択に当た つては、 これ らの記載事項 を重視す る とともに、中間評価

及び事後評価 においては、研究計画の達 成度 を厳格 に評価す る。その達成度 (未達成の場

合にはその理 由、計画の練 り直 し案 )如 何によっては、研究の継続が不可 となる場合 もあ

り得 ることに留意す ること。

地域 医療基盤 開発推進研究事業

<事 業概要 >
効率的な医療提供体制 を構築 し、良質な医療 を提供す ることで、豊かで安心できる国民生

活 を実現す るため、新たな医学 。医療技術や情報通信技術等 を活用 し、地域医療の基盤 を確

立す る ことを 目的に、以下の研究 に取 り組んで いる。

○生命・健康のセー フテ イネ ッ ト確保 に関す る研究

○医療情報 のセキ ュ リテ イの確保及び利活用に関す る研究

〇地域医療 の基盤確保 と医療のア クセス確保 に関す る研究

○医療現場 の安全確保のための研究

○地域 医療 で活躍が期待 され る人材の育成 。確保に関す る研究

○漢方・相補 代替医療 に関す る研究

平成23年 度公募課題研究 と しては、以下の 6課 題 を「一般公募型」 と して公募す る。

また、積極 的に新 たな研究者の育成 を進める観点か ら、若手研究者 による「若手育成型」の

研究 を公募す る。

この公募は、本来、平成 23年 度予算成立後に行 うべ きものであるが、できるだけ早 く研究 を

開始す るために、予算成立前 に行 うこととして いるものである。従 つて、成立 した予算の額 に

応 じて、研究費の規模 、採択件数等の変更が生 じる場合等が ある。

<新 規課題採択方針 >
新成長戦略 において、健康大国戦略の中で、「医療・介護サー ビスの基盤強化、高齢者 の

安心な暮 らしの実現」が示 され てお り、その実現に向 けて本研究 を推進 してい く。少子高齢

化の進展や医療ニー ズの 多様化・高度化 によ り、医療 を取 り巻 く環境が大 き く変化 している

中で、求め られ る喫緊の課題に対 して、短期間での実用可能 な研究成果 を得 る ことを目標 と

す る。

新規採択予定課題数 :6課題程度、

※各研究課題 について原則 と して

ることもある。

若手育成型の応募対象 :

うち「若手育成型」については 1課 題程度

1課 題 を採択す るが、採択 を行わない又は複数採択す



平成 23年 4月 1日 現在 で満39歳 以下の者 (昭 和 46
※新規採択時にのみ本条件 を適用す る。

※満年齢の算定は誕生 日の前 日に 1歳 加算す る方法

※産前 ・産後休業及び育児休業 を取 つた者 は、その

ことができる。

年 4月 2日 以降に生 まれた者 )

とす る。

日数 を応募資格の制限 日に加算す る

<公募研究課題>
【一般公募型】

(1) 生命・健康のセー フテイネッ ト確保に関する研究

①  小児救急電話相談 (#8000)の 深夜帯等 における体制の あ り方 、及び電話相談の質の

確保 に係 る研究                        (23240101)
平成 16年 度か ら実施 されている「小児救急電話相談事 業」では、保護者の不安解消や

小児患者の症状に応 じた迅速な対応 とい う観 点か ら、休 日、夜間に保護者が小児科医や

看護師等に全国同一の短縮番号 (#8000)で 電話相談がで きる。 しか し、電話相談実施

時間帯が午後11時 までに限定 され るな ど、いつでもどこか らでも相談で きる体制が不十

分であ り、また深夜帯や休 日昼間の電話相談 を民間委託 して いるな ど、相談対応の質の

確保についての課題がある。

本研究では、以上の二点の他 、不要不急の小児救急受診の回避等による本事業の医療

経済的な効果についての分析 を行 う研究 を、優先的に採択す る。

研究費の規模 11課題当た り3,000千 円程度 (1年 当た りの研究費 )

研究期間 :1～ 2年

(2)地 域医療の基盤確保と医療のアクセス確保に関する研究

① 小児救急医療体制のグランドデザインのための研究 (23240201)

我が国の乳幼児死亡率は、新生児死亡率及び乳児死亡率は低い一方で、 1～ 4歳 時死

亡率は相対的に高 く、幼児に対する救命救急医療体制の充実や重篤な小児救急患者の受

け皿 となる小児集中治療室 (PICU)の 全国整備は喫緊の課題である。

本研究では、PICUの 必要病床数、小児救命救急センターの必要数の試算を行 うこと、

一次、二次、三次救急を含めた小児救急医療体制のフレームワークを示す こと、特に三

次救急を担 う小児救命救急センターやPICUを 備える医療機関の質の確保に関する検討を

含む研究を優先的に採択する。

研究費の規模 :1課題当た り3,000千 円程度 (1年 当た りの研究費 )

研究期間 :1～ 2年

(3) 医療現場の安全確保のための研究

①  医療の質と安全性の向上に関する研究

(ア )診療行為に関連 した死亡の中立的な原因分析 と評価方法及び再発防止に関する

研 究 (23240301)

医療の安全の確保 、と りわ け診療行為に関連 した死亡 について、その原因 を究明

し再発防止 を図ることは、我が国の医療政策上の重要課題で ある c

本研究 では、診療行為に関連 した死亡の中立的な原因分析 と評価方法の検討及び

再発防止策 を提言す る研究 を優先的に採択す る。

研究費の規模 :1課 題当た り5,000千 円程度 (1年 当た りの研究費 )



研究期間 :1～ 2年

(イ )医 療 事 故 死 等 の 院 内 調 査 の 在 り方 に 関 す る 研 究  (23240401)
医 療 事 故 死 等 の 重 大 な 問 題 が 発 生 した 場 合 、 速 や か に 発 生 の 原 因 を分

析 し、 改 善 策 の 立 案 及 び 実 施 並 び に職 員 へ の 周 知 を 図 る必 要 が あ る 。 各

医 療 機 関 で は 様 々 な 医療 事 故 調 査 の 取 組 が 行 わ れ て い る が 、 適 切 な 調 査

の 方 法 ・ 指 標 等 が 定 ま つ て い な い 。

本 研 究 で は 、 医 療 機 関 内 に お け る事 故 調 査 の 現 状 を把 握 し、 そ の 方 法

と信 頼 性 を検 証 す る こ とで 、 中 立 性 を 担 保 した 院 内 事 故 調 査 の 在 り方 に

つ い て の 提 言 を行 う研 究 を優 先 的 に 採 択 す る 。

研 究 費 の 規 模 :1課 題 当 た り7,000千 円 程 度 (1年 当 た りの 研 究 費 )

研 究 期 間 :1～ 2年

(ウ )医 療 事 故 情 報 を収 集 ・ 分 析 ・ 提 供 す る仕 組 み の 強 化 に 資 す る研 究

(23240501)
効 果 的 な 医 療 安 全 対 策 を講 じる た め に は 、個 々 の 医療 機 関 の 事 情 ・ 特

性 に か か わ らず 、 各 医 療 機 関 に 共 通 す る 要 因 を収 集 。分 析 し、 そ の 改 善

策 や 有 用 な 情 報 を 広 く医 療 機 関 が 共 有 す る こ とや 、 国 民 参 加 型 の 事 故 防

止 体 制 を敷 く こ とが 重 要 で あ る 。

本 研 究 で は 、 医療 事 故 情 報 を収 集 す る仕 組 み を 強 化 す る た め の 研 究 を

優 先 的 に採 択 す る 。

研 究 費 の 規 模 :1課 題 当 た り3,000千 円 程 度 (1年 当 た りの 研 究 費 )

研 究 期 間 :¬ ～ 2年

② 院内感染対策の質の確保のための研究 (23240601)

医療施設における院 内感染対策 は重要 な課題 であ り、病院等の管理者には院内感染

対策のための指針の策定 、委員会の開催 、研修 の実施等 を行 うことや、その質の確保

が求め られている。

本研究では、医療現場における感染制御 策の質の向上の検討 (チ ェック リス トの作

成、複数の対策 を組み合わせたケーアーバ ン ドルの有効活用法、感染症 アウ トブ レー

クの早期特定 と原因追究 な ど)、 自院のみ では院内感染対策 を完遂 しがたい中小病院

どう しの地域 ネ ッ トワー クの構築 、また、その際に必要 とな るマニュアルや DVD等の

整備、の 3点 についての検討 を含む研究 を優先的に採択す る。

llI究 費の規模 :1課題 当た り3,000千 円程度 (1年 当た りの研究費 )

研究期間 :1～ 2年

【若手育成型】

若手研究者が上記 (1)～ (3)の 公募課題 において主体 とな つて行 う研究

(23240701)
研究 費 の規 模 :1課 題 当た り2,000千 円程 度 (1年 当た りの研 究費 )

研究 期 間 :1～ 2年

<地域 医療基 盤 開発推 進研究 事 業全体 の留意 点 >



研究計画書の提 出に当た り、以下の点に留意す ること。

ア ロ標 を明確 にす るため、研究計画書の 「 9.期 待 され る成果」に、当該研究 によ り期

待 され る科学的成果及び当該成果 によ りもた らされ る学術的・社会的・経済的 メ リッ ト

を具体的に記載す ること。また、「 10 研究計画 `方 法」に、年度 ごとの計画及び達

成 目標 を記載す るとともに、実際 の施策等への応用 に至 る工程 を含めた研究全体の具体

的な ロー ドマ ップを示 した資料 を添付す ること (様 式 自由 )。

なお、研究課題の採択 に当た つては、 これ らの記載事項 を重視す るとともに、中間評

価及び事後評価においては、研究計画の達成度 を厳格 に評価す る。その達成度 (未 達成

の場合 にはその理 由、計画の練 り直 し案 )如 何 によつては、研究の継続 が不可 となる場

合もあ り得 る ことに留意す ること。

イ 法律 、各府省が定める省令・倫理指針等 を遵守 し、適切 に研究 を実施す る こと。

ウ

(ア )特 に、研究計画において、妥 当な プロ トコールが作成 され 、臨床研究倫理指針等 (Ⅱ

応募 に関す る諸条件等 (4)応 募 に当た つての留意事項オ 研究計画策定に当た つて

の研究倫理 に関す る留意 点参照)に 規定す る倫理審査委員会の承認が得 られている

(又 はその見込みで ある)こ と。各倫理指針等に基 づ き、あ らか じめ、研究の内容、

費用及 び補償の有無等について患者又は家族 に説明又は情報公開等 し、必要に応 じて

文書等によ り同意 を得ていること。

また、モニタ リング・監査・デー タマネジメン ト等 を含めた研究体制や、安全性及

び倫理的妥 当性 を確保す る体市1に ついて添付 し提出す ること。

(イ )介 入 を行 う臨床研究であつて、侵襲性 を有す るもの を実施す る場合には、臨床研究に

関す る倫理指針の規定に基づき、あ らか じめ、登録 された臨床研究計画の内容が公開

されて いるデータベースに当該研究 に係 る臨床研究計画 を登録す ることcな お、事業

実績報告書の提出時に、登録の有無 を記載 した報告書 (様 式 自由)を 別に添付す るこ

と。

0 労働安全衛生総合研究事業

<事 業概要 >
労働 災害によ り今 なお年間54万 人が被 災する とともに、職業性疾病 も依 然 として後 を絶た

ない状況にあ るcま た、一般健康診断 において所見 を有す る労働者が 5割 を越 え、仕事や職

業生活 に関す る強 い不安やス トレスを感 じている労働者が 6割近 くを占め る中で、過重労働

対策や メンタルヘルス対策の充実が求め られている。 さらに、職場 における化学物質の健康

影響 については、社会的な問題 となっている。

この よ うな課題に今後 よ リー層的確 に対応す るため、本研究事業は、職場 における労働者

の安全 と健康 を確保す る とともに、快適 な職場環境の形成 を促進す るための研究 を総合的に

推進す るものであ り、「一般公募型」による研究 を行 うとともに、若手研究者の参入 を促進

す るため、「若手育成型」の公募 を行 うこととす る。

なお、 この公募 は、本来 、平成 23年 度 予算 成立後 に行 うべ きもので あるが、できるだ け

早 く研究 を開始す るため に、予算成立前 に行 うことと して いるもの である。従 って、成立

した予算の額 に応 じて、研究 費の規模 、採択件数等の変更 が生 じる場合等が ある。

<新規課題採択方針 >
国は、①事業場におけるメンタルヘルス対策の推進、②労働現場におけるリスクアセスメ

ントの推進、③石綿による健康障害の予防等を重点課題とする第11次 労働災害防止計画 (平

成20年 度から平成24年 度までの 5カ 年計画)を 策定し、労働災害の着実な減少及び労働者の
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健康確保対策の推進 を図 る ことと している。

このよ うな対策 を推進す るためには、調査研究 によ り最新の科学的知見 を得て、その結果

を基 に計画的に対策 を推進す る ことが必要であることか ら、平成23年 度は、次の公募研究課

題について募集 を行 う。

ただ し、よ り短期間で成果 を得 られ る研究 を優先的 に採択す るとともに、特に公募研究課

題 (1)～ (4)に おいて示 している具体的研究課題の趣 旨に合致す るもので、かつ、研究

の成果 を広 く提供す ることによ り事業場 における安全衛生対策の実施が期待で きる、 も しく

は、行政施策の立案 に資す るもの を優 先す る。

研究費の規模 :1課題 当た り 3,000千 円 ～ 6,000千 円程度 (可 年 当た りの研究費 )

研究期間 :1～ 3年

新規採択予定課題数 :7課題程度 、 うち 「若手育成型」は 1課題程度

※評価が低 い場合 は、 この限 りではない c

若手育成型の応募対象 :

平成 23年 4月 1日 現在 で満39歳 以下の者 (昭 和 46年 4月 2日 以降に生 まれた者 )

※新規採択時にのみ本条件 を適用す る。

※満年齢の算定 は誕生 日の前 日に 1歳加算す る方法 とす る。

※産前・ 産後休業及び育児休業 を取 つた者 は、その 日数 を応募資格の制限 日に加算す る

ことがで きる。

く公募研究課題 >
【一般公募型】

(1)事 業場 にお けるメンタルヘルス対策 を促進 させ るための研究

①  職場にお けるメンタルヘルス対策の有効性、費用対効果等に関す る調査研究

(23250101)
仕事 や職業生活に関す る強 い不安やス トレス を感 じている労働者 は約 6害1に 達 し、精神

障害等 による労災認定件数 は増加傾 向に ある。また我が国の 自殺者数は、平成 10年 以降 、

年間 3万 人 を超 えて推移 してお り、 この うち約 3割 が被雇用者・勤め人 とな っているな ど

職場の メンタルヘルス対策の重要性は増 している。

しか しなが ら、事 業場でメンタルヘルス対策 をさらに推進 してい くためには、対策の実

施に係 るコス トと対策の効果、有効性 に関す る科学的知見 を得 ることが必要である。

このため、教育研修の実施 、相談体制の整備 、職場環境の把握 と改善、職場復帰支援等

職場の メンタルヘルス対策の有効性 について実証的な分析 を行 う。 さらに、メンタルヘル

ス対策の実施 に係 るコス トを分析す るとともに、労働者が メンタルヘルス不調 になつた場

合に生 じる労働損失 、医療費、各種手 当、同僚 等への影響 、職場復帰に係 るコス ト、職場

のパ フォー マ ンスの低下等 に係 るコス トの分析 を行 う。

(2)事 業場 における職 業性疾病予防対策 を促進す るための研究

① たばこの煙に有効な呼吸用保護具及び屋内循環型換気装置等の調査及び開発研究

(23250201)
全面禁煙以外の受動喫煙防止対策 と しては、呼吸用保護具 の着用や喫煙室の設置 による

たば こ煙へのば く露 を低減 させ る方法が ある。

しか し、たば こ煙の成分には、粉 じんのほか多種の ガス状成分 を含んでいるが、現在 、

それ らを効果的、効率的に除去 できる呼吸用保護具がない ことか ら、その開発が望まれて

いるところである。
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また、喫煙室 の設置 や全体換 気 を行 う場合、屋 外排出型の換 気装置 については、経済的 、

構造的な制約等によ り設置が困難 な職場 もあ り、空気清浄機等によ り代用せ ざるを得ない

場合が あるが、分煙効果判定基準策定検 討会報告書 によると、空気清浄機 ではたば こ煙中

のガス状成分の除去が不十分であることが報告 され てお り、受動喫煙防止対策が十分に取

られているとはいえない状況 も想定 され ることか ら、ガス状成分 も含めたたば こ煙成分の

除去 にも有効 な新 しい屋内循環型の換気装置 の開発が望まれ るところで ある。

このため、本調査研究では、たば こ煙成分 を効果的、効率的に除去 できるフィル ター等

の開発状況 について調査研究 を行 い、開発 を進展 させ るための課題等について洗 い出す と

ともに、今後 、呼吸用保護具及び屋内循環型換気装置 の開発 に必要 とな る分野の研究 につ

なげる予備的な研究 を行 う。

②  バイオ ロジカル・モニタ リング手法の リスク評価への導入に関する研究

(23250301)
近年、個人暴露測定、作業環境測定では、健康障害 リスクが把握 できない事例 の一つ と

して、アル シン中毒 が挙 げ られ る。当該 アル シンの事例では、作業環境 におけるアル シン

濃度が低 いに もかかわ らず 、中毒症状が確認 されてお り、当該事例 においては暴露経路 と

して、「ガス と して発生 したアル シンが、呼吸 による吸入ではな く、保護具の間隙 を通 つ

て皮膚に付着 し、経皮吸収 され たケースが疑われ る。」 との報告 を受けている。

血液・尿中の代訪i物 に関す る許容濃度 は既 に 日本産業衛生学会の許容濃度 、ACGIH
(米 国産業衛生専門家会議 )の BEI(生 物学的ば く露指標 )な どに掲載 され て いるが、

その数 は限 られているとともに我が国における リスク評価への活用方法については未 だ検

討段階である。

このため、本研究 においては、経 皮吸収のある化学物質等 、現行の個人ば く露測定、作

業環境測定結果に基づ くば く露評価が必ず しも有効ではない物質 (例 :ア ル シン等 )を 対

象とし、「バイオロジカル・モニタリング手法」を開発する。

(3)石綿による健康障害の予防等に資する研究

① バーミキュライ ト取扱い労働者等特定の労働者における石綿等のばく露状況及び健康影

響の実態把握 (23250401)

我 が国においては、過去大量のアスベス トが様 々な産業 に用 い られ て きたが、作業態様 、

屋外作業～屋内作業 、1次製品～2次 製品等、非常 に多岐に及んでお り、それぞれ にば く露

形態は異な り、かつ地域 、業種等にそれぞれ特徴が ある。また、 こうしたば く露形態の違

いによ り、健康影響 も特徴がある ことが予想 され る。 さらに、角閃石系繊維 を含むバー ミ

キュライ トの取 り扱 いについて も的確 な実態把握が必要 とな つてきている。

これ らの ことか ら、本研究においては、特定の労働者集団 (例 :バ ー ミキ ュライ ト取扱

い労働者 、産業廃棄物取扱 い労働者等)を 選定 して、そのば く露の実態や健康影響の状況

を明 らかにす る。

②  石綿含有建築物解体工事の飛散防止措置効果の連続的確認における漫1定 手法に関す る調

査研究 (23250501)

石綿 ば く露防止対策 を行 うに当た って、例 えば、外部へ漏れていないか隔離の措置の効

果 を確 認す る際には、作業現場の出入 り回付近 の繊維 状粒子の濃度 を測定す る場合 が ある。

そのよ うな措置の効果の確認のための繊維状粒子濃度測定 と しては、現在 、フィルター に

よ り捕集す る「ろ過」方式で行われて いる。

「ろ過」方式では、作業現場 で捕集 した フイル ター を分析機関に持 ち込み 、顕微鏡 によ

り計測す るため、測定結果が判明するのは翌 日以降 となる。また、捕集時間における平均

ｎ
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の濃度 は把握 できるが、経時変化 につ いては把握で きない手法である。

他方、連続 的に繊維状粒子濃度 を測定 し経時変化 を把握す ることがで きる手法で ある

「 リアルタイム測定方法」は、措置の効果の確認 を現場で行 うことがで き、問題があつた

際 には即座 に対応が可能 となる有効な手法であ り、測定機器 は既 に開発 され 、測定手法 に

ついての研究 も進 んでいる段階で ある。

このため、「 リアル タイム測定方法」が実際の作業現場 において活用 できるよ う、その

実用化に向けて、作業現場 における実証測定 を行い、その効果的な活用方法の検討、実証

的な知見の収 集・整理、問題点の把握等 を行 うことを目的 とす るもので ある。

③ 石綿関連疾患の診断基準及び手法に関する調査研究 (23250601)

石綿作業に従事 し、一定の要件 を満たす労働者 は、労働安全衛生法第67条 に基 づ く健康

管理手帳制度の対象の一つ として、離職後の健 康診断が行われている。 これ は石綿 に関連

す る疾患の早期発見 を図 るもので あるが 、例 えば中皮腫や肺がんのよ うに予後不良な疾 患

に対 しては、よ り的確な把握が必要である。また、石綿肺 は じん肺の一種 と して管理がな

され 、 これ も健康管理手帳の対象 であるが、作業歴、画像所見、病理所見等か らの診断指

針に乏 しく、 じん肺 管理 区分の 申請および決定 にあた り、個 々の医師の専門分野や経験 に

よ り判断が分かれ る事例 も見 られ る。

このため、本研究 においては、離職者 における各種 の石綿関連疾患の診断基準 および手

法に関する研究 を行 う。具体的には、検査 を受 けることに伴 う負担 (放 射線 ば く露等)を

最小限に しつつ中皮腫や肺がん をよ り早期に発見す るための検査 内容 および頻度の検討、

石綿肺の具体的な診断指針の検討が挙 げ られ る。

(4)労 働現場における リスクアセス メン ト等に関す る研究

①  労働災害 による企業の社会 的・経済的損失 と安全衛生活動の費用対効果に関す る研究

(23250701)
職場 において 自主的な安全衛生活動 を推進 させ るためには、企業間取引等 において積極

的な安全衛生対策の取組が考慮 され るな ど、安全衛生への積極的な取組が社会的 に評価 さ

れ る仕組み を構築す るとともに、 リスクアセス メン ト等の事業者 における自主的な活動 を

促進 させ るための支援や制度設計等 を進め る必要が ある。

一方 で、労働災害による企業の社会的・経済的損失や安全衛 生活動の費用対効果につい

ての知見は事業者 による自主的な労働安全衛生活動 に大 きな影響 を与 えるものであ り、 E

Uな どにおいてその分析が試み られつつあるが、我が国における法制度や商習慣等 を踏 ま

えた これ らの分析 については未 だ十分でない。 このため、本研究において これ を実施 し、

事業者による自主的な安全衛生活動を促進させるための方策につなげるものである。

【若手育成型】

(5)若 手研究者が上記 (1)～ (4)の 公募課題において主体 となつて行 う研究

(23250801)

く労働安全衛生総合研究事業全体の留意 点>
研究計画書の作成 に当た り、以下の点に留意す ること。

ア ロ標 を明確 にす るため、研究計画書の 「 9 期待 され る成果」に、当該研究によ り期待 さ

れ る科学的成果及び当該成果によ りもた らされ る学術的・社会的・経済的 メ リッ トを具体的

に記載す ること。また、 「 10 研究計画・方法」に、年度 ごとの計画及び達成 目標 を記載

す るとともに、実際 の施策等への応用に至 る工程 を含 めた研究全体の具体的な ロー ドマ ップ

を示 した資料 を添付す ること (様 式 自由 )。
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なお、研究課題の採択に当た つては、 これ らの記載事項 を重視す るとともに、中間評価及

び事後評価 においては、研究計画の達成度 を厳格に評価す る。その達成度 (未 達成の場合に

はその理由、計画の練 り直 し案)如 何 によつては、研究の継続が不可 とな る場合 もあ り得 る

ことに留意す ること。

イ 法律 、各府省が定め る省令・倫理指針等 を遵守 し、適切 に研究 を実施す ること。

ウ 特に、研究計画 において、妥 当な プロ トコールが作成 され、臨床研究倫理指針等 (Ⅱ 応募

に関す る諸条件等 (4)応 募に当た つての留意事項オ 研究計画策定に当た つての研究倫理

に関す る留意点参 照)に 規定す る倫理審査委員会の承認が得 られている (又 はその見込みで

ある)こ と。各倫理指針等 に基 づき、あ らか じめ研究の内容 、費用及び補償の有無等 につい

て患者 又は家族 に説明又は情報公開等 し、必要 に応 じて文書等によ り同意 を得ていること。

また、モニタ リング・監査 ・デー タマネジメン ト等 を含めた研究体制や 、安全性及び倫理

的妥 当性 を確保す る体制 について添付 し提 出す ること (様 式 自由 )。

1.食 品医薬品等 リスク分析研究事業

(1)食 品の安全確保推進研究事業

<事 業概要 >
過去に発生 した腸管出血性大腸菌による食 中毒や輸入食品による問題等 を受 け、国民の食

の安全 に対す る関心は極 めて高 い。 これ ら国民の負託 に応 え るため、厚生労働省 においては、

リス ク管理機関 と して、輸入食品や新規科学技術を用いた食品の安全確保 、食 品流通過程で

の安全確保 、食品の化学物質汚染への対応、食 中毒への対応及び関係者間で行 うリスクコ ミ

ュニケー シ ョンな どの施策 を展開 しているところで ある。

本研究事業においては、 これ らの施策に必要 な最新の科学的知見 を得 るとともに効果的か

つ効率的に施策 を展開す るため、食品供給行程全般 における リスク分析の うち、厚生労働省

が担 当する リスク管理及 び リス クコ ミュニケー シ ョン並びに リスク評価 に必要 な科学的知見

の収集等 を実施す る。具体的には、疫学的手法による化学物質摂取や食 中毒事例のウイルス

型等の現状把握 、検査法等の リスク管理手法の改善 、食品に関す る危害要因の分析及び効率

的な リスクコ ミュニケー シ ョン手法の開発等の研究開発 を推進す る。

なお、本研究事業においては、食 品安全 における レギ ュラ トリーサ イエ ンス分野の研究で

積 lpT的 に人材 育成 を進め る観点か ら、一般公募型に加 え、若手育成型の研究 も募集す る。

この公募 は、本 来、平成23年 度予算成立後 に行 うべ き もの であるが、で きるだ け早 く研

究 を開始す るために、予算成立前 に行 うことと しているもので ある。従 つて 、成立 した予

算の額 に応 じて 、研究費の規模 、採択件数等の変更が生 じる場合等が ある。

く新規課題採択方針 >
・食中毒の原因 となる細 菌、ウイルス等の リスク解明及びその対策に関す る研究

食中毒の原因 となる細菌、ウイルス、寄生虫等 に関 しては、食中毒防止 における有用な り

スク管理手法の確立が課題 であ り、これ らに関す る リスク解明及びその対策並びに原因不明

食中毒の原因究明等に関す る研究 を実施す る。また、 リスク解明等の基礎 とな る高度な疫学

解析 に係 る研究 を行 う。 さ らに、 プリオ ンについては、未 だ感染発生機序が解明 され ていな

いことか ら、その感染発生機序の解明や検査法の開発等に関する研究 を実施す る。

・新たに開発 された食品等の リスク分析及びその対応に関す る研究

新規開発技術等 を用いて新たに開発 された食 品 (い わゆ る 「新開発食品」、 「健康食 品」

等)に ついては、国際的な開発動 向、流通実態等 を踏まえた リスク管理措置の確立が課題 と

されてお り、 この措置 に必要な科学的知見の収集等 に関す る研究 を実施す る。
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・食 品の検査の多様化に対応 した分析法や規格試験法の開発 、改 良及び分析精度の向上 に関す

る研究

微生物汚染のパター ンが 多様 と考 え られ る輸 入食品 、流通 ス ピー ドの早 い生鮮食 品等 、流

通形態の多様性に応 じて適切 な監視 を実施す るために、国際的動 向 も踏 まえ、一斉検査や迅

速検査等の よ り効率的な手法 を開発す る研究 を実施す る。

食品中の化学物質やウイルス等に対す る新たな検査技術や機器 を用いた分析法の開発 に関

す る研究、検査等の分析精度の向上に関す る研究 、規格試験法の開発・改 良に関す る研究及

び既知の危害物質への暴露実態 に関す る研究 を実施す る。

さらに、食の安全の推進 には消費者や事業者等 との意見交換等による関係者間での相互理

解が必要不可欠であることか ら、 リスク コ ミュニケー シ ョンを効果的に実施す るための手法

の開発等に関す る研究 を実施す る。

上記の研究 を推進す ることによ り、重篤な食 中毒の予防や、慢性毒性物質 (発 がん性物質

等)の 適切な管理 がなされ るな ど、食の安全の確保 がよ リー層充実 し、健康長寿社会の実現

につなげることを目的 とす る。

なお、採択 に当た つては、国際的な動 向 も踏 まえつつ、食 品等の安全性及 び信頼性の確保

の観 点か ら、国民の保健衛生の向上に資す るもの を優先的に採択す る。

<公 募研究課題>
【一般公募型】

(食 品 リスク分析調査研究分野 )

① 検査機関の信頼性確保に関する研究 (23260101)

課題の採択に当たつては、食品に含まれる危害物質の分析における検査機関の精度管理体

制の向上等を目的とし、食品分野における外部精度管理調査の実施において課題 となる (ア )

加工食品中の残留農薬等試験、 (イ )定 量的な微生物試験、 (ウ )ア レルギー物質、マイコ トキ

シン等の検出試験の各試験領域に関 し、適正な試料の開発・品質評価等の実施が期待できる

研究 を優先的に採択する。

研究費の規模 :1課題当た り30,000千 円～40,000千 円程度 (1年 当た りの研究費 )

研究期間 :¬ ～ 3年

新規採択予定課題数 :1課題

② 国際的動向を踏まえたサンプリング手法の高度化に関する研究  (23260201)
課題の採択に当たつては、①食品検査のサンプリング時に不確かさを生 じさせる要因につ

いて、各種の食品と検査対象物質との組み合わせによる母分散の推定等に関する基礎データ

の収集、②国際的に運用されているサ ンプリング計画及び手順の比較による標準化可能な性

能の明確化等を行つた上で、実施コス トなどの経済的な要素についても考慮 し実行可能性に

も配慮 したサンプリングの性能水準を策定 し、 CODEX委 員会等の国際的な議論において

提案するなどの成果が期待できる研究を優先的に採択する。

研究費の規模 :1課 題当た り5,000千 円～15,000千 円程度 (1年 当た りの研究費 )

研究期間 :1～ 3年

新規採択予定課題数 :1課題

放射線照射食品の検知法の開発に関する研究          (23260301)
課題の採択 に当た っては、国際的な技術動向 を踏 まえ、電子ス ピン共鳴吸収法 (ESR法 )
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を用 いた放射線照射食品の検知法について妥 当性の検証等 を実施 し、早期 に公定法 と して導

入す ることが期待で きる研究 を優先的 に採択す る。

研究費の規模 :1課題 当た り5,000千 円～ 15,000千 円程度 (1年 当た りの研究費 )

研究期間 :1年
新規採択予定課題数 :1課題

(健 康食品等の安全性確保 に関す る研究分野 )

「健康食品」開発時における安全性確保手法及び健 康被害発生時の因果関係判定手法の確立

に関す る研究 (23260401)

課題の採択 に当た つては、特定の成分が抽出・ 濃縮 され ているな どの特徴がある 「健康食

品」 を事業者等が開発す る際に、事業者 自らが 「健 康食品」の特性等に応 じて安全性確保の

ための手法 (毒 性試験 、情報収集等の範囲等 )を 適切 に選択 できるようにす るための手法の

類型化 につ いて、また、 「健康食品」 を起因 とす ることが疑われ る健康被害発生時に、他の

「健 康食品」や医薬品の摂取状況及び原疾患等 を考慮 した因果関係判定手法について、速や

かに実用可能 な方法 を提示できる研究 を優先的に採択す る。

研究費の規模 :1課題 当た り25,000千 円 ～ 35,000千 円程度 (1年 当た りの研究費 )

研究期間 :1～ 3年

新規採択予定課題数 :1課題

(牛 海綿状脳症対策研究分野 )

食品を介する伝達性海綿状脳症の リスクと対策等に関する研究 (23260501)

課題の採択 に当た つては、BSE等 の伝達性海綿状脳症 に係 る感染発症機序、非定型BSEの ヒ

トヘの感受性 、感染動物試料 を用 いた高感度検 出法の検討等 について成果が期待できる研究

を優先的に採択す る。

研究費の規模 :1課題当た り50,000千 円～60,000千 円程度 (1年 当た りの研究費 )

研究期間 :1～ 3年

新規採択予定課題数 :1課題

(添 加物に関す る研究分野 )

既存添加物の品質評価 と規格試験法の開発に関す る研究       (23260601)
課題の採択 に当た つては、規格設定が困難な既存添加物について、その特性 を考慮 した、

有効性 と品質 を評価す る規格試験法の開発に関す る研究 を優先的に採択す る。

研究費の規模 :1課題 当た り12,000千 円～17,000千 円程度 (1年 当た りの研究費 )

研究機関 :1～ 3年

新規採択予定課題数 :1課題

(食 品中の微生物対策研究分野 )

①  生食用生鮮食品を介 した病因物質不明の食 中毒の原因物質解 明に関す る研究

(23260フ 01)

課 題 の採択 に 当た っては 、食 中毒 調査 に おいて病 因物 質不 明 とされ た生食用食 肉・鮮 魚 を

共通 食 とす る食 中毒 に関 して 、原 因究 明及 び再発 防止 につ いて成果 が期 待 で きる研 究 を優 先

的 に採 択す る。
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研究 費の規模 :1課題 当た り10,000千 円～20,000千 円程度 (1年 当た りの研究費 )

研究期間 :1～ 3年

新規採択予定課題数 :1課題

②  野生鳥獣 由来食肉の安全性確保に関す る研究          (23260801)
課題の採択 に当た つては、近年の鳥獣被害対策の一環 で処理 され る野生鳥獣が増カロして い

るが、 これ らの動物 は、家畜のよ うに衛 生管理がな されていない ことを踏 まえ、過去 に報告

されている野生鳥獣 由来食 肉に起因す る健康被害の実態調査 、病原体による汚染実態調査の

実施及び、最新の文献や知見等 に基づ く野生鳥獣由来食肉に関す る リスクプロファイルの作

成等 について成果が期待で きる研究 を優先的 に採択す る。

研究 費の規模 ,1課 題 当た り10,000千 円～20,000千 円程度 (¬ 年 当た りの研究費 )

研究期間 :1～ 3年

新規採択予定課題数 :1課題

③  食 中毒調査の精度向上のための手法等に関す る調査研究     (23260901)
課題の採択 に当た っては、食 中毒の早期発見 と被害拡大 口再発の防止 を図 るため 、食 中毒

調査の原因究明率 を向上 させ る疫学的調査手法及び分子疫学情報の活用な ど調査体制 の あ り

方等 について検討 を行 うことに よ り、広域散発食 中毒対策 に も対応 した、よ り精度が高 く、

実効性の ある食 中毒調査手法に係 るガイ ドライ ンを確立す ることが期待で きる研究 を優先的

に採択す る。

研究費の規模 :1課題当た り10,000千 円～20,000千 円程度 (1年 当た りの研究費 )

研究期間 :1～ 3年

新規採択予定課題数 :1課題

④  食品中の微生物試験法及びその妥 当性評価 に関す る研究     (23261001)
課題の採択 に当た つては、食品における微生物試験法の標準化について、微生物規格 に与

える影響 を踏 まえた研究 を優先的に採択す る。

研究費の規模 :1課題 当た り 10,000千 円 ～ 20,000千 円程度 (1年 当た りの研究費 )

研究期間 :1～ 3年

新規採択予定課題数 :1課題

⑤  食品中の毒素産生微生物及 び試験法 に関す る研究        (23261101)
課題の採択に当た つては、迅速かつ高感度な毒素産生微生物及び毒素の試験法の開発及び

毒素産生微生物の食品中の挙動や毒素産生能 について検討す るとともに、毒素産生微生物の

リスク管理 に資す る研究 を優先的に採択す る c

研究費の規模 :1課題当た り 10,000千 円 ～ 20,000千 円程度 (1年 当た りの研究費 )

研究期間 :1～ 3年間

新規採択予定課題 11課題

(横 断的推進研究分野 )

①  各対象の行動科学に基 づ くリスクコ ミュニケー シ ョンの手法開発に関す る研究
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